
山口県新型コロナウイルス感染症対策本部 第 22回本部員会議 
 

日時：令和３年５月１８日(火)１５時００分～ 
場所：県庁４階 共用第１会議室 

 

 

１ 本部長発言（村岡知事） 

 

新型コロナウイルス感染症については、全国的に感染が拡大しており、緊急事態宣言区

域は、福岡や広島など 9都道府県、まん延防止等重点措置区域は１０県に及んでいます。

特に、大阪から山陽側、福岡県までが緊急事態宣言区域であり、山口県全体が非常に大き

い感染リスクにさらされている状況にあります。 

 

また、本県の感染状況は、４月以降、感染力の非常に強い変異株の影響等により、身近

な生活の場面で、クラスターが多発し、感染者が急増しています。なんとしてもここで踏

ん張って、県内へのウイルスの流入をしっかり防いでいく、そして感染のさらなる拡大を

防いでいくということを、全力を挙げてやっていかなくてはいけません。医療提供体制も

ひっ迫しており、医療従事者の皆さんの疲弊も深刻になっていきている状況にあります。 

 

本日の本部員会議は、こうした状況を踏まえ、本県における今後の対応を協議するもの

です。どうぞよろしくお願いします。 

 

２ 議題（１）現在の発生状況について 

  

 ・事務局説明（健康増進課長） 

  別添資料１より説明 

 

３ 議題（２）新型コロナウイルス感染症に係る本県の対処方針について 

  議題（３）山口県新型コロナ感染拡大防止集中対策の実施について 

 

 ・事務局説明（総務部理事） 

  別添資料２、３より説明 

 

４ 各部局発言 

 

 ・健康福祉部長 

 

まず、資料４高齢者施設等の感染防止対策についてです。 

 本県では、重症化リスクの高い高齢者への感染を防止するため、４月から６月までの３か

月間集中して、入所系の高齢者施設や療養型医療機関等における職員への一斉ＰＣＲ検査



を実施しているところです。 

 

こうした中、今月に入り、通所介護施設において、連続してクラスターが発生している

ことから、通所系の高齢者、障害者施設に対して、緊急的な感染防止対策を講じることと

いたしました。 

 

具体的には、現在、特に感染が急拡大している３市（下関市、防府市、岩国市）におけ

る、通所系の高齢者及び障害者施設、併せて５２８施設に対して、関係市と一体となって、

緊急的な自主点検の実施を、本日、文書で通知したところです。 

 

今後、各施設において自主点検が行なわれ、その結果を踏まえ、個別に改善指導を行う

とともに、必要に応じてＰＣＲ検査を実施するなど、感染防止対策の徹底を図ってまいり

ます。 

 

 次に、資料５ワクチン接種についてです。 

  まず、医療従事者向け接種についてですが、医療提供体制を確保する観点から、コロナ

重点医療機関や入院協力医療機関等を皮切りに、３月から接種を開始しました。医療従事

者用のワクチンについては、先週までに、接種を希望する全ての医療従事者約５万６千人

分が配分されたところです。接種に当たっては、コロナ患者に対応する重点医療機関や入

院協力医療機関、診療・検査医療機関、高齢者向け接種に携わる医師等を優先して接種を

進めてきたところであり、現在の接種実績は、全国平均を上回るペースで順調に進んでお

り、今週中には、接種を希望する全ての医療従事者の約９割の接種が完了する見込みとな

っております。 

 

  次に、高齢者向け接種についてです。本県では、約４６万人の高齢者に対して、先週か

ら、各市町において、接種が本格化されているところです。県としては、各市町が希望す

るワクチン量が確実に供給されるよう、国に対し要望しているところであり、５月３１日

の週までには、県内の高齢者の約８割の方が接種できる量が確保できる見通しとなったと

ころです。現在の進捗状況は、５月１６日時点、県内で３３，１３１回の接種が行われて

おり、これは、接種回数で東京都、愛知県、大阪府の都市部に次ぐ全国４位にあたります。

また、７月末には、県内の全ての市町で、高齢者への２回接種が完了する運びとなってい

ます。今後とも、接種を希望する県民の皆さんが一刻も早くワクチン接種を受けることが

できるよう、市町や医師会等関係機関と緊密に連携しながら、迅速かつ安全なワクチン接

種を進めてまいります。 

 

 最後に、宿泊療養施設の開設についてです。健康福祉部といたしましては、現下の感染

状況を踏まえ、県東部での新たな開設に向け、準備を進めてきたところです。今般、施設

管理者や地元医師会のご協力の下、調整が整いましたので、昨日（１７日）開設し、早速、

軽症患者の受入れを開始したところです。引き続き、県民の皆様が症状に応じて安心して



治療や療養ができるよう、医療提供体制の確保に努めてまいります。 

 

 ・観光スポーツ文化部長 

 

  観光スポーツ文化部からは、県観光連盟が発行する「行こうよ。やまぐちプレミアム宿

泊券」の取り扱いについてご説明させていただきます。プレミアム宿泊券は、県内限定で、

４月１０日から約３０万枚を販売し、その利用に当たっては、御家族など身近な方との少

人数でのご利用をお願いしていたところです。この度の「集中対策」では、「旅行は、県

内外に関わらず、可能な限り延期」としたことを踏まえ、プレミアム宿泊券の「利用自粛」

の協力要請を行うものです。 

 

  旅行の延期やプレミアム宿泊券の利用自粛の周知につきましては、県や山口県観光連盟

等のホームページに掲載するとともに、宿泊券の利用自粛のお願いに対し、混乱を招かな

いよう、宿泊事業者等にも周知を図ります。 

 

・農林水産部長 

 

農林水産部からは、「GO TO EAT キャンペーン」及び「みんなでたべちゃろ！キャン

ペーン」の対応について、ご説明させていただきます。今回の感染拡大防止集中対策のう

ち、３の(2)「外出機会の半減」対策として、まず、「GO TO EAT キャンペーン」の食事

券については、昨日、国への要請を行い、了承を得たことから、本日から県内全域での販

売停止と利用自粛のお願いを行います。 

 

また、県産農林水産物の需要喚起対策として現在実施している「みんなでたべちゃろ！

キャンペーン」のうち、地産地消料理を提供いたします「やまぐち食彩店」における値引

きサービスについても本日から停止します。事業者のＨＰへの掲載や飲食店への連絡等

により、混乱を招かないよう周知を図りながら、感染防止対策として実施してまいります。 

  

５ 本部長発言（村岡知事） 

 ただいま、本部員及び事務局から、「山口県新型コロナ感染拡大防止集中対策」など、

この重大な局面を打開するための、今後の県の対応について報告がありました。 

 

冒頭にも申し上げましたとおり、新型コロナウイルス感染症は、全国的に感染が拡大し

ており、５月１６日から、緊急事態宣言区域が９都道府県、まん延防止等重点措置区域１

０県となっています。特に、隣県の福岡県及び広島県とは、通勤等も含め往来が多く、非

常に影響が大きいことから、本県にとって、極めて深刻な事態となっています。また、本

県においても、非常に強い感染力を持つ変異株が猛威を振い、ゴールデンウィーク明けか

ら感染者が急増し、未だ予断を許さない状況が続いています。 

 



このような状況から、会議でも報告がありましたように、本日から５月３１日まで、「山

口県新型コロナ感染拡大防止集中対策」を実施します。県民の皆様、企業の皆様には、こ

れまでとは次元の違う、極めて深刻な事態をしっかりと認識していただき、これ以上の感

染拡大を防止するため、集中対策期間中は、今からその概要を申し上げますので、感染防

止の取組にご理解とご協力をいただきますようお願いします。 

 

１つ目は、県外との往来の自粛についてです。県外との往来は、通勤、通学、通院等や

むを得ないものを除き、自粛を強くお願いします。特に、政府において、隣県の福岡や広

島をはじめとした「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」が発出されている区域と

の往来は、最大限の自粛をお願いします。 

 

２つ目は、外出機会の半減についてです。不要不急の買い物や会合を控えるなど、外出

機会をこれまでの半分程度にしていただきますようお願いします。  

具体的には、まとめ買いや宅配等の利用による買い物回数の低減、人との接触を伴うサ

ークル活動等の自粛、地域で集まる会合等の自粛などにより、外出の機会を減らすようお

願いします。旅行は、県内外に関わらず、可能な限り延期してください。 

 

３つ目は、感染予防対策の徹底についてです。感染力が非常に強い変異株による感染を

防ぐには、これまで以上に感染予防対策を徹底する必要があります。「新しい生活様式」

を実践いただき、３密を避け、「マスクの着用」、「まめな手洗い・手指消毒」、「共用部分

の消毒」、「感染リスクが高まる「５つの場面」に特に注意する」など、改めて、基本的な

感染予防対策の徹底を強くお願いします。会食は、少人数・短時間となるようにするとと

もに、普段一緒にいる人以外との会食・会合等は自粛をお願いします。 

 

４つ目は、企業活動における注意です。職場ごとに感染症対策担当者を選任し、改めて、

業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを徹底していただきますよう強くお願いします。県

外への出張は、やむを得ない場合を除き、自粛するようお願いします。特に、緊急事態宣

言やまん延防止等重点措置の対象都道府県との往来については、最大限自粛してください。

また、県外からの来訪を伴う会議やイベント等は、メールやオンライン配信等の代替開催

をお願いします。 

 

以上が、皆様にお願いする主なものですが、詳しくは、資料６にあります「県民の皆様・

企業の皆様へのお願い」をご覧いただきますようお願いします。 

 

また、先ほど、健康福祉部から報告がございましたが、コロナ禍の厳しい局面を大きく

打開する切り札となる期待の大きいワクチン接種が各市町で始まっています。 

 

県といたしましては、接種を希望する皆様が一刻も早くワクチン接種を受けることがで

きるよう、引き続き、市町や関係機関と一丸となって、しっかりと取り組んでまいりたい



と考えています。 

 

各部局においても、本県が重大な局面を迎えていることをしっかりと認識し、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止に全力で取り組んでいただくようお願いし、本日の会議

を終了します。 


